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（
質
問
の 

二
）

答

弁

第

二

号 

    

衆
議
院
議
員
土
井
直
作
君
提
出
電
波
法
、
有
線
電
信
電
話
関
係
法
令
並
び
に
そ
の
施
行
規
則
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
第
二
号 

昭
和
三
十
年
一
月
二
十
一
日 

衆

議

院

議

長 

松 
永 

 

東 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

鳩 

山 

一 

郞 

一 

 



 

三 

衆
議
院
議
員
土
井
直
作
君
提
出
電
波
法
、
有
線
電
信
電
話
関
係
法
令
並
び
に
そ
の
施
行
規
則
に
関 

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

御
質
問
の
要
旨
は
、
十
キ
ロ
サ
イ
ク
ル
未
満
の
高
周
波
電
流
を
通
ず
る
誘
導
式
通
信
設
備
が
現
行
電
波
法
の 

規
律
の
対
象
に
な
つ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
電
波
法
第
百
条
に
よ
り
許
可
を
要
す 

る
設
備
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
と
お
り
電
線
路
に
十
キ
ロ
サ
イ
ク
ル
以
上
の
高
周
波
電
流
を
通
ず 

る
通
信
設
備
を
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
御
質
問
の
よ
う
な
設
備
は
電
波
法
の
規
律
の
対
象
外
の
も
の
で 

あ
り
ま
す
。 

も
つ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
設
備
が
副
次
的
に
発
す
る
電
波
又
は
高
周
波
電
流
が
無
線
設
備
の
機
能
に
継
続
か 

つ
重
大
な
障
害
を
与
え
る
と
き
は
、
郵
政
大
臣
は
そ
の
設
備
の
所
有
者
又
は
占
有
者
に
対
し
て
、
そ
の
障
害
を 

除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。 



二 
誘
導
式
通
信
設
備
は
、
甲
、
乙
両
端
局
間
に
通
信
専
用
線
を
有
し
な
い
設
備
で
あ
つ
て
も
、
電
力
線
等
の 

「
導
体
を
利
用
し
て
、
有
線
電
気
通
信
を
行
う
設
備
」
で
あ
り
ま
す
（
こ
の
場
合
、
電
力
線
は
電
力
供
給
の
機
能

の
ほ
か
、
電
気
通
信
設
備
の
機
能
を
も
有
す
る
。
）
か
ら
、
有
線
電
気
通
信
法
第
二
条
に
規
定
す
る
有
線
電
気
通

信
設
備
で
あ
り
ま
す
。 

し
た
が
つ
て
、
電
波
法
施
行
規
則
第
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
通
信
設
備
は
、
電
波
法
の
ほ 

 

か
、
有
線
電
気
通
信
法
も
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

右
答
弁
す
る
。 

四 

 




